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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　二本の垂直部が対向し各々の上端において水平部で連結された略コの字形状に一体化さ
れたコ字杭を打ち込む際に使用するものであって、
　長手方向の部材と短手方向の部材を有する枠形状の本体部と、
　上下方向に貫通するとともに長手方向に形成される貫通孔、又は、長手方向に形成され
る凹溝と、
　前記本体部の長手方向又は短手方向の端部に設けられる一対の案内凸部と、
　該ヘッドの底面に設けられて前記水平部を差し込む凹部と、
　を備える杭打込み用ヘッドを案内する杭打込み用ヘッドの案内器具であって、
　該案内器具は、縦方向に配置され前記垂直部を挿通するパイプ形状の一対の案内部と、
該案内部に縦方向に設けられ前記案内凸部を案内する一対のスリットと、前記案内部から
延びだすパイプ形状のグリップ部と、前記案内部の上部に固定される第１抑え部と、前記
案内部の下部に固定される第２抑え部と、を備え、前記杭打込み用ヘッド及び前記コ字杭
が前記案内部に案内されることを特徴とする杭打込み用ヘッドの案内器具。
【請求項２】
　バラストを収容した袋状物を路盤の上に複数積み上げるステップと、
　積み上げられた複数の前記袋状物に対し、打ち込む位置に案内器具を置くステップと、
　請求項１の杭打込み用ヘッドとコ字杭を、前記案内器具に装着し、前記第１抑え部、第
２抑え部、及び、グリップ部により前記杭打込み用ヘッド及びコ字杭の姿勢を制御し、杭
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打機械の打設部を前記貫通孔に入れるか、又は、前記凹溝に当てて、前記コ字杭を打撃す
ることにより、前記案内器具に沿って前記杭打込み用ヘッド及び前記コ字杭を下降させ、
前記コ字杭を前記袋状物に貫通させて前記袋状物を積層した状態で路盤の上に固定するス
テップと、
　を備えた杭打ち工法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、鉄道等の路盤の上に積み上げられた土嚢、あるいは、バラストを収容した袋
状体等に杭を打ち込んで固定するための杭打込み用ヘッドの案内器具および杭打ち工法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１に記載の工法は、地震動により道床に大きな慣性力が作用するような場合で
あっても、有道床軌道の道床が変形するのを抑制する技術を提供ための提案である。すな
わち、この発明工法は、積層体３１は、バラストを包含する複数の袋状に形成された袋状
物３２を、道床３ののり尻部からのり肩部にかけ、外端部から内端部へ向かうほど下方へ
下がるように傾斜させながら路盤１の上に積み上げることで形成され、さらに有道床軌道
１００（路盤１）の延長方向に延設するように配置した構造を有している。このことによ
り、外向きの（あるいは外側の）水平力を受けたときに積層体３１が滑動または転倒する
のを防止することができ、したがって、地震動により道床３に大きな慣性力が作用するよ
うな場合であっても、有道床軌道１００の道床３が変形するのを抑制することができる。
杭打ち用の打ち込み治具３７は、市販の電動ブレーカーに取り付けるための円柱形状の取
付部３７ａと、有道床軌道１００の道床３に打ち込まれる鉄筋棒３５の頭部を取り付け可
能な略直方体形状の治具本体３７ｂと、を備える。そして、治具本体３７ｂには、鉄筋棒
３５の連結部材３５ｃおよび棒状部材３５ａ、３５ｂの上端部を挿入するための挿入孔３
７ｃが形成されている。そして、打ち込み治具３７は、取付部３７ａを市販の電動ブレー
カーの杭打ち用アタッチメントに取り付けるとともに、この挿入孔３７ｃに鉄筋棒３５の
連結部材３５ｃおよび棒状部材３５ａ、３５ｂの上端部を挿入して、鉄筋棒３５を有道床
軌道１００の道床３に打ち込むときに使用される。このように、市販の電動ブレーカーに
使用することができ、機械施工で１度に２本の鉄筋を打ち込むことができ、施工性や作業
性を損なうことなく水平支持力を向上させることができる。
【０００３】
　特許文献２に記載の器具は、ハンドブレーカー、または杭打機械械により、土嚢等にコ
字杭を打ち込むための器具及び工法の発明である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開2010-37819号公報
【特許文献２】特開2013-142223号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１及び２では、有道床軌道等において、杭を打ち込む場合には
、電動ブレーカとヘッドが結合した一体式構造であり、どうしても結合部が弱く、負荷が
かかって折れてしまうなど、いろいろな箇所で破損が生じてしまう不都合がある。そのた
め、交換作業が必要となり煩雑であった。また、打ち込み作業中に、打ち込み機械の打設
部に取り付けたヘッドの位置が、コ字杭に対して不安定になりやすい。
【０００６】
　そこで本発明は、ヘッドや杭打機械の打設部の破損を防止することができ、ヘッドのコ
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字杭に対する位置の安定性を確保できる杭打ち込み用ヘッドの案内器具及び杭打ち工法を
提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記諸問題を解決するために、本発明は、二本の垂直部が対向し各々の上端において水
平部で連結された略コの字形状に一体化されたコ字杭を打ち込む際に使用するものであっ
て、長手方向の部材と短手方向の部材を有する枠形状の本体部と、上下方向に貫通すると
ともに長手方向に形成される貫通孔、又は、長手方向に形成される凹溝と、前記本体部の
長手方向又は短手方向の端部に設けられる一対の案内凸部と、該ヘッドの底面に設けられ
て前記水平部を差し込む凹部と、を備える杭打込み用ヘッドを案内する杭打込み用ヘッド
の案内器具であって、該案内器具は、縦方向に配置され前記垂直部を挿通するパイプ形状
の一対の案内部と、該案内部に縦方向に設けられ前記案内凸部を案内する一対のスリット
と、前記案内部から延びだすパイプ形状のグリップ部と、前記案内部の上部に固定される
第１抑え部と、前記案内部の下部に固定される第２抑え部と、を備え、前記杭打込み用ヘ
ッド及び前記コ字杭が前記案内部に案内されることを特徴とする杭打込み用ヘッドの案内
器具である。
【０００８】
　前記コ字杭とは、二本の杭を水平部により連結したことにより略コ字形状を有する杭全
般を指し、細部の形状によらない。また、水平部とは、二本の杭を横方向において連結す
ることを意味する、Ｒ形状のものを含むものであり、例えば、Ｕ字杭は本発明におけるコ
字杭に含まれるものである。
【０００９】
　本体部の材質は鉄などの金属製が好ましいが、硬質の弾性体でもよく、前記コ字杭の硬
度より小さくかつ打設音が響かないように用いられる弾性体である一方、コ字杭を打ち込
むのに必要な打設力を伝達するに足る剛性を備えたものである。その弾性体材料として熱
可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、合成ゴム、天然ゴム等が挙げられる。
【００１０】
　また、本発明は、バラストを収容した袋状物を路盤の上に複数積み上げるステップと、
積み上げられた複数の前記袋状物に対し、打ち込む位置に案内器具を置くステップと、請
求項１の杭打込み用ヘッドとコ字杭を、前記案内器具に装着し、前記第１抑え部、第２抑
え部、及び、グリップ部により前記杭打込み用ヘッド及びコ字杭の姿勢を制御し、杭打機
械の打設部を前記貫通孔に入れるか、又は、前記凹溝に当てて、前記コ字杭を打撃するこ
とにより、前記案内器具に沿って前記杭打込み用ヘッド及び前記コ字杭を下降させ、前記
コ字杭を前記袋状物に貫通させて前記袋状物を積層した状態で路盤の上に固定するステッ
プと、を備えた杭打ち工法である。
【００１１】
　杭打機械とは、杭打ち作業時に打設力を作用させる機器であり、ハンドブレーカや油圧
ブレーカ等の打設力を有する機器が挙げられる。また、打設力とは、ハンドブレーカや油
圧ブレーカ等による振動・打撃や、掛矢による人力での打撃により杭を打ち込む力全般を
いう。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明により、杭打機械の打設部と、杭打ち用ヘッドとが分離しているので、杭打機械
の杭打ちの軸部の損傷を防止できる。また、貫通孔または凹溝を使って杭打ちを行うので
、杭打機械の打設部の長手方向への移動が容易、かつ、確実となる。打ち込み機の打設部
の動きを案内するので、打撃目標からずれた打撃を防止することで、不必要な作業を回避
し、作業効率が格段に向上する。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明実施形態の杭打込み用ヘッドの斜視図である。
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【図２】同じく杭打込み用ヘッドの別の角度からの斜視図である。
【図３】同実施形態の杭打込み用ヘッドの使用状態説明図である。
【図４】本発明実施形態の案内器具の正面図である。
【図５】本発明実施形態の案内器具の右側面図である。
【図６】同実施形態の杭打込み用ヘッドとコ字杭との使用状態を示す平面図である。
【図７】同実施形態の別の形態の案内器具の斜視図である。
【図８】同実施形態の別の形態の案内器具の別の角度からの斜視図である。
【図９】同実施形態の別の形態の案内器具の平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施形態による杭打込み用ヘッド１の構成について図１～図８を参照し
て説明する。杭打込み用ヘッド１（以下、単にヘッド１と略す）は、二本の垂直部２ａが
対向し各々の上端において水平部２ｂで連結された略コの字形状に一体化されたコ字杭２
（図３参照）を打ち込む際に使用するものであって、長手方向の第１板材３ａと短手方向
の第２板材３ｂを有する本体部３と、本体部３の上下方向に貫通するとともに長手方向に
形成される貫通孔４と、本体部３の長手方向又は短手方向の端部に設けられ、案内器具５
に沿って案内される一対の案内凸部６と、底面に設けられて水平部２ｂを差し込む凹部７
と、を備えることを特徴とする。以下、詳細に説明する。
【００１５】
　ヘッド１は、金属製または硬質の弾性体により構成され、コ字杭２の上に載置され、貫
通孔４内で、ハンドブレーカや油圧ブレーカ等の杭打機械９０（図３参照）の打設部９１
を作業員が位置を移動させながら、打設力をコ字杭２に伝達することで、打ち込みが行わ
れる。ヘッド１は、打設部９１とは別体になっており、着脱交換可能に装着し使用するも
のではない。
【００１６】
　ヘッド１は、図１～図３に示す通り、下方向に連続的に開口する溝状の凹部７を有する
。ヘッド１は左右に長手方向を配置した略直方形状であり、その底面において凹部７が長
手方向に直線状に延設され左右を貫通している。凹部７は、図３に示すように、ヘッドに
対しその横断面形状が長方形形状であることが望ましい。またこれに限らず、台形形状で
あってもよく、また凹部７の天井部の形状は、対象となる杭の水平部の断面形状に合わせ
、例えば円形や鋭角、鈍角を頂点として持つ多角形形状であってもよい。
【００１７】
　ヘッド１の材質は金属が好ましが、硬質の弾性体で構成されてもよい。弾性体材料は熱
可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、合成ゴム（ウレタンゴム等）、天然ゴム等が挙げられる。ま
た、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、合成ゴム、天然ゴム等により製造された複合素材も使
用の対象となる。コ字杭２の材質より硬度において小さいものが適材であり、あまり硬く
なると騒音が激しくなり、あまり柔らかくなると打撃力が低下する。また、コ字杭２の径
、長さ、材質や、打ち込み対象となる袋状物Ｂの密度や深さにより材質を選定することが
望ましい。なお、ヘッド１全体を男性体材料としてもよく、また、コ字杭２に当る部分だ
けを弾性体としてもよい。ヘッド１の材質が硬質の弾性体で構成されることにより、騒音
の低減と、ヘッド１やコ字杭２の傷みを減少させることができる。
【００１８】
　打ち込み対象となるコ字杭２は、水平部２ｂの両端から下垂する二本の垂直部２ａを持
つ杭である（図６参照）。垂直部２ａはその先端部が尖った棒状であることが好ましい。
各垂直部２ａが通常の一本の杭に相当する部分である。水平部２ｂと垂直部２ａの長さに
おける比率は施工対象工事の施工品質や設計基準によるものとし、水平部２ｂが垂直部２
ａより短いことが好ましい。また、垂直部２ａは同寸であることが望ましいが、施工品質
や設計基準によってはそれぞれ異寸法であってもよい。水平部２ｂと垂直部２ａとの角度
は９０度が一般的であるが、施工品質や設計基準によって６０度から１２０度の角度で構
成される場合があり、また二本の垂直部２ａが同じ角度でなくてもよい。
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【００１９】
　コ字杭２の材質は金属製、特に鉄筋が望ましいが、コンクリート製、樹脂製、セラミッ
ク製又は木製であってもよい。また、コ字杭２は、その断面が円形であることが望ましい
が、これに限らず、角形等でも利用可能である。また、先端が針のように先細りであって
もよいし、全体の断面と同形状であってもよく、施工対象工事の施工品質や設計基準によ
る多様な仕様に合わせる形状であることが望ましい。
【００２０】
　袋状物Ｂは、網状の袋にバラストを入れたもので、これは、ジオテキパックなどと称さ
れている。新幹線等の鉄道線路の路盤に好適である。コ字杭２は袋状物Ｂを貫通し、路盤
に到達するまで打ち込まれる。
【００２１】
　本体部３は、角形の形状に形成されており、平行で間隔を開けて長手方向に設けた一対
の第１板材３ａと、平行で間隔を開けて短手方向に設け側板である第１板材３ａと端部同
士が接合した一対の端板である第２板材３ｂを備えている。第１板材３ａと第２板材３ｂ
の上面が面一となっている。第２板材３ｂの高さは第１板材３ａよりも高さが短くなって
いる。
【００２２】
　案内器具５は、作業中に、ヘッド１とコ字杭２がずれたり脱落したりしないようにする
ためのものである。図４～図６に示す通り、横断面がコ字形状の一対の縦方向に配置され
るアングル形状の案内部５０と、案内部５０の下部から上方に湾曲状に延び出す縦パイプ
形状のグリップ部５１と、案内部５０の底面に形成される支持板５２と、案内部５０の上
部に固定される第１抑え部５３と、案内部５０の下部に固定される第２抑え部５４と、案
内部５０とグリップ部５１とを連結する連結パイプ５５と、を備えている。第１抑え部５
３は手で把持して、姿勢を調整するためのものである。第２抑え部５４は足で押さえて姿
勢を調整するためのものである。図６に示す通り、一対の案内部５０は連続溝が対面する
ように配置されており、この案内部５０の連続溝にコ字杭２が上下方向に遊嵌され、その
上から一対の案内凸部６が遊嵌されることでヘッド１が配置され、コ字杭２及び案内凸部
６が上下に移動可能に、案内部５０に動きを規制されながら案内されるようになっている
。
【００２３】
　図７～図９は案内器具５の変更形態の案内器具１０５である。横断面がパイプ形状の一
対の縦方向に配置される案内部１５０と、案内部１５０の下部から上方に湾曲状に延び出
すパイプ形状のグリップ部１５１と、案内部１５０の底面に形成される支持板１５２と、
案内部１５０の上部に固定される第１抑え部１５３と、案内部１５０の下部に固定される
第２抑え部１５４と、案内部１５０とグリップ部１５１とを連結する連結パイプ１５５と
、を備えている。一対の案内部１５０はパイプに縦方向にスリット１５７を備えたもので
、一対のスリット１５７が対面するように配置されている。また、上部は切り欠き部１５
８が形成されて、案内凸部６を当てつけてスリット１５７まで誘導できるようになってい
る。この案内部１５０のスリットにコ字杭２が上下方向に遊嵌され、その上から一対の案
内凸部６が遊嵌されることでヘッド１が配置され、コ字杭２及び案内凸部６が上下に移動
可能に、案内部１５０に動きを規制されながら案内されるようになっている。
【００２４】
　以下、本発明の実施形態であるヘッド１の打ち込み方法について図３～図６を用いて説
明する。まず、バラストを収容した袋状物Ｂを有道床軌道の路盤上に複数積み上げるステ
ップを行う。
【００２５】
　有道床軌道（図示略）の構成については引用文献１に詳細に説明されているので、図示
および説明はこれを援用するが、簡単に説明する。有道床軌道は、路盤上にバラスト等を
敷設し、台形等の所定断面形状の床状構造となるように締固め、有道床軌道の延長方向に
延設することにより形成された道床と、その長手方向が道床の延長方向に直交するよう道
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床上に並べて設置された複数のまくらぎと、複数のまくらぎの上面に道床の延長方向に沿
って締結された一対のレールと、を備えている。
【００２６】
　バラストを包含する複数の袋状の袋状物Ｂを、道床ののり尻部からのり肩部にかけ、外
端部から内端部へ向かうほど下方へ下がるように傾斜させながら路盤の上に積み上げるこ
とで形成され、さらに有道床軌道の延長方向に延設するように配置した構造を有する。袋
状物Ｂを、外端部から内端部へ向かうほど下方へ下がるように水平面に対して傾斜させる
。袋状物Ｂを構成する複数の袋状物Ｂを道床の内側へ向けてずらしながら積み上げる。複
数の袋状物Ｂを有道床軌道の延長方向へ袋状物Ｂの幅寸法の半分の長さずつ、ずらしなが
ら積み上る。この袋状物Ｂは、コンパクターによって転圧される。袋状物Ｂはネットを袋
状に形成し、袋状物Ｂの内部と外部とを連通させる連通孔が多数形成される。袋状物Ｂの
連通孔については、バラストが挿通できない程度の大きさに形成される。袋状物Ｂの連通
孔は、上下方向に隣接する袋状物Ｂの連通孔の何れかと対向するよう配置され、コ字杭２
を挿通可能である。
【００２７】
　この積層体Ｓは、道床の袋状物Ｂとまくらぎの間に、ネットを袋状に形成した複数の袋
状物Ｂにバラストを包含させて上下方向に積み上げ、さらに有道床軌道の延長方向に延設
し、且つ、これら袋状物Ｂを有道床軌道の延長方向へ袋状物Ｂの幅寸法の半分の長さずつ
、ずらしながら積み上げる例が示される。積層体Ｓは、路盤の上に敷設されたバラストの
上に設置される。積層体Ｓは、コンパクターによって転圧される。積層体Ｓは袋状物Ｂと
接するように配置されており、この積層体Ｓとまくらぎとの間にはバラストが配置される
。袋状物Ｂは、上述のようにネットを袋状に形成しているため、袋状物Ｂと同様に、袋状
物Ｂの内部と外部とを連通させる連通孔（図示省略）が多数形成されている。なお、袋状
物Ｂの連通孔については、バラストが挿通できない程度の大きさに形成されている。
【００２８】
　このようにして、積み上げられた複数の袋状物Ｂに対し、コ字杭２を打ち込む位置に案
内器具５を置くステップを行う。支持板５２の底面が袋状物Ｂの外面と接する。打ち込み
作業は、基本的には２人または３人一組で行う。一人はグリップ５１を持ち、荷重を支え
る人、もう一人は打設部９１を操作する人、もう一人は補助員である。作業者は手で第１
抑え部５３を抑え、足で第２抑え部５４を押さえることができ、打ち込み方向などの姿勢
の制御ができる。
【００２９】
　杭打込み用ヘッド１とコ字杭２を、案内器具５に装着する。装着順序としては、まず、
コ字杭２を案内部５０の連続溝に差し込み、その後に、ヘッド１の案内凸部６を前記連続
溝に差し込むと、凹部７の下面に水平部２ｂの上面が当接する。つぎに杭打機械９０の打
設部９１を貫通孔４に入れ図３の矢印に示す通り長手方向に移動させながらコ字杭２を打
撃することにより、案内器具５に沿って杭打込み用ヘッド１及びコ字杭２が下降してゆき
、コ字杭２を袋状物Ｂに貫通させて袋状物Ｂを積層した状態で路盤の上に固定するステッ
プを行う。
【００３０】
　すなわち、ヘッド１の凹部７がコ字杭２の水平部２ｂに係合し、貫通孔４に入った打設
部９１が長手方向に移動しながら、コ字杭２の水平部２ｂに上から打設力を加えて、コ字
杭２を袋状物Ｂに貫通させる。ヘッド１の使用について、上方向からに限らず、斜方向ま
たは横方向からも打設部９１の打設力を加えることができる。複数の袋状物Ｂに対し地面
から見て水平に、垂直に、または斜めにコ字杭２を打ち込むことができ、必要な施工基準
を満たすことができる。
【００３１】
　コ字杭２は、鉄製の棒材をコの字形に曲げることで形成されており、バラストとの摩擦
を多く得るために異形鋼棒を用いる。コ字杭２は、上端部から下端部へ向かうほど道床の
内部側へ垂直面に対して袋状物Ｂを上方から下方へ挿通される。コ字杭２は、袋状物Ｂの
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上面の連通孔から内部へ２つの垂直部２ａの先端部を先頭に挿入されており、互いに対向
する袋状物Ｂの連通孔を貫通した状態で、コ字杭２の先端部が袋状物Ｂの下の路盤に埋設
されるとともに、中央部が袋状物Ｂの内部に位置する。コ字杭２が、袋状物Ｂの最上層の
袋状物Ｂに外端部から内側へ所定距離のところから挿入される。垂直部２ａは互いに隣接
する袋状物Ｂのそれぞれに挿入される。コ字杭２は、袋状物Ｂを構成する上下に接触する
複数の袋状物Ｂ同士を連結するとともに、有道床軌道の延長方向に隣接する複数の袋状物
Ｂ同士を連結する。
【００３２】
　コ字杭２は、積層体Ｓに対しては、路盤に対する垂直となる姿勢で、積層体Ｓを上方か
ら下方へ挿通される。具体的には、コ字杭２は、積層体Ｓの上面の連通孔から内部へ２つ
の垂直部２ａの先端部を先頭に挿入されており、互いに対向する袋状物Ｂの連通孔を貫通
した状態で、先端部が積層体Ｓの下の路盤に埋設されるとともに、中央部が積層体Ｓの内
部に位置している。
【００３３】
　本発明の実施形態であるヘッド１の効果について説明する。本発明実施形態であるヘッ
ド１によると、有道床軌道等において、杭を打ち込む場合には、杭打機械９０の打設部９
１にヘッド１を取り付ける必要がなく、打設部９１の故障することを防止できる。また、
コ字杭２の打ち込み作業中に、杭打機械９０の打設部９１に取り付けたヘッド１の位置が
、コ字杭２に対して安定し、姿勢を調整しやすくなる。
【００３４】
　なお、本発明は、上述の実施の形態に限定されるものではなく、本発明の技術的思想を
逸脱しない範囲において、様々な改変、置換、欠失等を行うことが出来るものであり、そ
れらの改変物等も本発明の技術的範囲に含まれることとなる。例えば、ヘッド１、コ字杭
２、本体部３、貫通孔４、案内器具５、案内凸部６、凹部７は図面に示すものに限られず
様々な形状をとることができる。
【産業上の利用可能性】
【００３５】
　鉄道線路や道路の路盤への杭打ち用の杭打機械の損傷を低減でき、杭打ち作業効率を高
める。
【符号の説明】
【００３６】
　　１・・・杭打込み用ヘッド
　　２・・・コ字杭
　　２ａ・・・垂直部
　　２ｂ・・・水平部
　　３・・・本体部
　　３ａ・・・第１板材
　　３ｂ・・・第２板材
　　４・・・貫通孔
　　５、１０５・・・案内器具
　　６・・・案内凸部
　　７・・・凹部
　　５０、１５０・・・案内部
　　５１、１５１・・・グリップ部
　　５２、１５２・・・支持板
　　５３、１５３・・・第１抑え部
　　５４、１５４・・・第２抑え部
　　５５、１５５・・・連結パイプ
　　９０・・・杭打機械
　　９１・・・打設部
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　　１５７・・・スリット
　　１５８・・・切り欠き部
　　Ｂ・・・袋状物
　　Ｓ・・・積層体
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